
様式第 8号（第 11 条関係） 

　　年　　月　　日 

質　問　回　答　書 

 

五所川原市長 

（管財課） 

 

 

 

質問にあたっての注意事項 

１　質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。（質問がない場合は提出しないこと。） 

２　提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえＦＡＸで行うこと。 

　　電話番号：0173-35-2111（内線 2176）ＦＡＸ番号：0173-35-3617 

３　質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日

から起算して３日後とする。 

４　質問者に対しては、速やかにＦＡＸで回答する。 

（用紙サイズ：Ａ４縦長）

 商号又は名称

 電 話 番 号

 Ｆ Ａ Ｘ番 号

 業 務 番 号 建築第１４号

 業 務 名 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務 （回答日：　　　　　　　）
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